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１：制度の概要  
 
Q：１－１ 団体活動と個人活動の線引きはありますか。 

A：公益活動補償制度の適用となるかどうかで大切なことは、団体の活動であったか個人の活動であったかではなく、

その活動が公益性のある活動であったかどうかです。 
 
Q：１－２ この制度があれば、今まで加入していた他の保険への加入は必要なくなりますか。 

A：本制度の対象となる活動や補償内容は、それぞれの団体が独自で加入されていた保険と全く同じものではありま

せん。したがいまして、対象となる内容や補償内容を比較していただき、内容が不十分である場合は、他の保険

への加入についてご検討ください。 
 
２：公益活動の定義と制度の対象となる活動範囲について  
 

Q：２－１ 定義の中に「無報酬で行っていること」とありますが、非営利の有償ボランティアは対象となりますか。 

A：交通費や食事代などの実費相当分を支払う程度であれば対象になります。 
 
Q：２－２ 賠償責任補償の適用となる場合において、「法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償す

る。」とはどういうことでしょうか。 

A：民法上、他人の身体や財物に損害を与えた場合には、相手の被った損害を賠償する義務が発生します。具体的に

は治療費等の実費や慰謝料の支払い、物品の修理費用の支払いです。ただし相手にも一定の落ち度（過失）があ

る場合には、自分の過失割合分だけの賠償でよいことになります。法律上の賠償責任がない場合は、道義上の  

責任を感じて賠償したり、自身の過失割合を超える額で支払いをしたりしたとしても、この制度では対象になり

ません。 
 
Q：２－３ 公益活動補償制度は見学者については補償の対象外ですが、指導者等が、公益活動中に不測の事故により見

学者にケガをさせてしまった場合は賠償責任補償が適用されますか。 

A：指導者等が、公益活動中に不測の事故により活動に携わった方または第三者の生命、財産、財物に損害を与え、

法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。 
 

Q：２－４ 転倒などによる外傷については補償対象になると思いますが、心臓および内臓疾患による入院（通院）や後遺

障害は対象となりますか。 

A：傷害補償の対象とする傷害は、ケガであればなんでも良いという訳ではなく、「急激かつ偶然な外来の事故」に

よって身体に被った傷害に限られます。心臓および内臓疾患による入院（通院）および後遺障害は身体内からの

作用となり、対象にはなりません。 
 
Q：２－５ 地域において行われている運動会等は、この補償制度で適用されるのでしょうか。 

A：地域主催の地区運動会の競技参加者については補償制度の対象となります。しかし、個人が自主的に行っている

練習は対象にはなりません。また、地域主催であっても、野球大会やバレーボール大会等の参加者が限定される

大会は対象となりませんので、他の保険への加入についてご検討ください。 
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Q：２－６ 自治会では、盆踊り等のコミュニティ活動など幅広く活動していますが、この制度の対象となりますか。 

A：その活動が公益的な活動であれば対象になります。また、盆踊り等の行事では、実行委員等のスタッフや直接的

な従事者は対象となりますが、来場者や見学者は対象になりません。よって、別途、「一日行事保険」や「自治   

会活動保険」等に加入していただく必要があります。 
 
Q：２－７ 地区の自治会などで行われるお祭りは、地元の神社の祭礼の一環として行われている場合が多いようですが、

通常の自治会保険ではこのようなお祭りも地域の活動の一部として捉えています。公益活動補償制度でも同様に適用さ

れるのでしょうか。 

A：行事への直接的な従事者であれば、社会習俗化した祭りなどにおいても本制度の適用はできますが、単に見物  

しに来ただけの見学者の場合は適用とはなりません。 
 
Q：２－８ 地域づくり組織の活動は全てこの制度の対象となりますか。 

A：地域づくり組織が行う公益的な活動における事故は、賠償責任・傷害ともに制度の対象となります。 
 

Q：２－９ 市民センターまつりで起こった事故は、この制度の対象となりますか。 

A：市民センターまつり等に関わる企画運営スタッフ等は制度の対象となりますが、市民センターまつり等の一般 

参加者は制度の対象となりません。別途、イベント保険等の加入が必要です。 
 

Q：２－10 市民センター活動における登録サークルなどの活動はこの制度の対象となりますか。 

A：サークルが行う全ての活動が対象となるわけではありません。登録サークルであっても、事故が発生した時の  

活動内容が公益性のある活動であったかどうかで判定されます。 
 
Q：２－11 老人会・婦人会・子ども会が主催する事業は本制度の対象となりますか。 

A：それぞれの会が主催する事業は様々ですので、全てが対象になるとはいえません。例えば、会員同士が親睦を  

深める為の活動は対象となりません。 
 
Q：２－12 市が主催する事業での賠償責任事故や傷害事故は、この制度で適用されますか。 

A：全国市長会の市民総合賠償補償保険で対応することになります。ただし、入場者や観客は市民総合賠償補償保険

の対象にもなりません。 
 
Q：２－13 市民センターの主催講座から発展した自主サークルで、地域の子どもたちを対象に体験学習などの指導をボ

ランティアで行っています。こういった活動は公益活動補償制度の対象となりますか。 

A：こういったボランティアの活動者は対象になります。 
 
Q：２－14 父母の市民活動に付き添ってきた子ども（乳幼児）について、子どもがその際にケガをした場合にこの制度は

適用されますか。 

A：制度の対象となりません。 
 
Q：２－15 託児ボランティアが子どもを預かっている時間中に、子ども同士のけんかによりケガをした場合、子どもも活動

の参加者として傷害補償の対象となりますか。 

A：この場合、子どもは活動の参加者ではなく活動の利用者となるため補償制度の対象とはなりません。なお、事故

発生についてボランティアが法律上の賠償責任を負う場合は、賠償責任補償の対象となります。 



Q：２－16 また、事業を行う市民グループが託児ボランティアを有償で雇用した場合、託児部分も活動の一部として補償

制度の対象となりますか。 

A：託児ボランティアを有償で雇用した場合は、活動団体との雇用関係が発生するので公益活動にはあたらず、適用

外です。ただし、その事故が市民グループの活動責任者として損害賠償請求された場合は、市民グループ自体の

活動が制度の主旨に合致すれば、賠償責任事故は適用になります。 
 
Q：２－17 学校生活支援ボランティアでは、登下校時や校内活動の安全の支援、クラブ活動の支援等を行っています。こ

の活動は対象となりますか。 

A：対象となります。ただし、児童・学生についてはこの制度の対象外となります。 
 
Q：２－18 PTA が実施する活動は、この制度の対象となりますか。 

A：PTA 活動のうち、行事内容が学校活動に限定されるようなものは互助活動となり、対象外です。 
※三重県 PTA 連合会所属の PTA は、三重県 PTA 安全互助会に加入することができます。ご確認ください。 
 
Q：２－19 ボランティア活動保険では、自動車（活動先への移動中）による事故は、加入者自身のケガのみが対象とな

り、対人・対物事故等の賠償責任については対象となりません。公益活動補償制度の取扱いはどのようになりますか。 

A：交通事故のケガなどは「傷害補償」の支払い対象になります。しかし、自動車の所有・使用・管理に起因する    

賠償責任事故は、いかなる場合にも対象になりません。これはボランティア活動保険の扱いと同じです。 
 
Q：２－20 自動車に身体障害者を乗せて自宅まで送り届ける生活支援ボランティアなどの事故について、次のような場

合にはこの制度の対象になりますか。 

①運転者（ボランティア）の過失で、事故を起こし、物を壊したり人にケガさせたりした場合 

②運転者（ボランティア）の過失で、事故を起こし、同乗者にケガを負わせた場合 

③運転者（ボランティア）の過失ではなく、他の自動車がぶつかってきて、運転者または同乗者がケガしたり、自動車が壊

されたりした場合 

A：①適用なし②適用なし③運転者（ボランティア）のケガ→適用あり、同乗者のケガ、自動車の損害→適用なし。 
自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任事故は、いかなる場合も対象になりません。 
 
Q：２－21 市の内外から無償で講師を招いた場合、講師の活動は本制度の適用が受けられますか。 

A：講師の活動も団体の公益活動の一環として考えることができますので、賠償責任補償、傷害補償ともに適用と  

なります。 
 
Q：２－22 市内に活動拠点を置く団体は対象とされていますが、この場合代表者や関係者、参加者が市民であるか否か

は関係ありますか。 

A：基本的には市民で構成されている団体となりますが、団体の活動趣旨に賛同する市外の方が参加あるいは代表者

であっても、名張市にとって公益的な活動であれば問題はありません。 
 
Q：２－23 自治会組織の一部でも「公益活動団体」とみなせるのですか。 

A：団体の人数は問いません。その活動内容等により制度の対象となるのか判断します。 
 
Q：２－24 休業補償はありますか。 

A：傷害補償においては、ご自身の休業補償は対象としていません。この制度は善意で活動される方々の公益的な  

活動に対する事故への補償（＝見舞金支給）を目的としています。   



 

Q：２－25 市営住宅敷地内の草刈及び側溝等の清掃作業を市営住宅に住んでいる住民で行っていますが、補償制度の

対象となりますか。 

A：自ら住んでいる市営住宅の敷地内を清掃する場合は、制度の対象となりません。 
 
３：事務処理方法について  
 
Q：３－１ 賠償責任事故で相手方との交渉が必要な場合、その交渉も行ってもらえますか。 

A：賠償交渉の代行はできません。賠償責任事故の場合、事前に損害保険会社の承認を得ない内容で示談した場合に

は、保険金が支払われない場合があります。被害者との交渉内容については、損害保険会社と打ち合わせを行い

ながら進める必要があります。 
 
Q：３－２ 示談を取り交わす場合、誰がその事務にあたるのですか。 

A：示談内容については、当事者間で行っていただきますが、必要に応じて、地域経営室を通じ、損害保険会社とも

打ち合わせを行います。 
 
Q：３－３ 賠償責任補償に該当する事故の場合、事故現場や損害物件の写真などを撮らず現場や損害物件の保全を怠

った場合は保険金の支払いはどうなりますか。 

A：正当な理由がない場合には、保険金の支払いが受けられない場合があります。（事故発生、損害の認定ができな

いため） 
 
 


